
平成 28年１月 29日 

各      位 

 

会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ガ イ ア 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 澁谷 年史 

（コード番号 3738 東証第１部） 

問合せ先 上席執行役員 経営企画部長  俣野  通宏 

（TEL．03－6409－1010） 

 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28年１月 29日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしまし

たので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記  

 

１． 株主優待制度導入の目的 

株主様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、当社グループの

事業に対するご理解をより深めていただき、中長期的に当社株式を保有していただける株主

様の増加を図ることを目的として、株主優待制度を導入いたします。 

 

２．対象となる株主様 

  毎年３月 31日現在の株主名簿に記載または記録された 100株（１単元）以上を保有される

株主様といたします。 

 

３．株主優待制度の内容 

  当社運営のスマートフォン向けアクセサリー専門ショップ「Smart Labo」用 ギフトカード

（以下「Smart Labo ギフトカード」）（3,000 円分）を贈呈いたします。 

「Smart Labo ギフトカード」は、本日付のリリース「『Smart Labo メンバーズカード＆

アプリ』発行のお知らせ」に記載されております「Smart Labo メンバーズカード」の仕組み

を活用した株主様専用の優待品（※）として、全国の「Smart Labo」店舗や EC サイト「Smart 

Labo ONLINE」にて、スマートフォンアクセサリー等の購入にご利用いただけます。また、

「Smart Labo ギフトカード」のご利用を希望されない株主様は、未使用の「Smart Labo ギ

フトカード」とお引き換えに、日本赤十字社への寄付をさせていただきます。 

 

※「Smart Labo ギフトカード」は、株主様専用に作成したカードで、「Smart Labo メンバーズカード」とは 

名称、特性、有効期限等が異なります。 



「Smart Labo」の店舗情報や EC サイト「Smart Labo ONLINE」につきましては、以下 URL

をご参照ください。 

Smart Labo     http://smalabo.com/ 

Smart Labo ONLINE  http://ec.smalabo.com/ 

 

なお、「Smart Labo ギフトカード」は、以下の条件に基づきご利用いただけます。 

・「Smart Labo ギフトカード」の有効期限は、発行から１年間となります。 

・「Smart Labo ギフトカード」は、複数枚数の同時利用や他のカードとの併用はできません。 

・「Smart Labo ギフトカード」には、チャージ機能は付加されておりません。 

・その他詳細につきましては、「Smart Labo ギフトカード」の送付にあわせてお知らせいたします。 

 

４．送付時期 

  毎年１回、定時株主総会終了後６月下旬に「Smart Labo ギフトカード」を送付いたします。 

 

５．実施開始時期 

  平成 28年３月 31日現在の株主名簿に記載または記録された 100 株（１単元）以上を保有さ

れている株主様より、優待を開始いたします。 

 

※本資料に記載される株主優待制度は、冒頭記載の日の取締役会において決議された内容に基づき作成されたも

のであり、今後の業績動向や会社方針の変更など様々な要因によって、制度の廃止を含む優待制度そのものの

見直しまたは内容変更が行われる可能性があります。 
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